
- -1

事業評価書（事前）

平成２１年１０月

評価対象（事業名） 中小企業における最低賃金の引上げの円滑な実施のための環境整
備事業

主管部局・課室 労働基準局勤労者生活部勤労者生活課
関係部局・課室
関連する政策体系

基本目標 Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

施策目標 １ 労働条件の確保・改善を図ること

施策目標 １－１ 労働条件の確保・改善を図ること

個別目標２ 最低賃金制度の適正な運営を図ること

１．現状・問題分析とその改善方策(事業実施の必要性)
「連立政権樹立に当たっての政策合意 （民主党、社会民主党、国民新党）に記載の」

ある「最低賃金の引き上げを進める 」等を実現するためには、最低賃金の引上げにつ。
いて労使関係者と調整を行うとともに、中小企業に対する具体的な支援策を講じていく
ことが重要である。このため、最低賃金の引上げによって大きな影響を受ける地域や業
界団体を対象として、賃金実態の把握、最低賃金の引上げのための課題、価格転嫁を行
う場合の問題点等の把握・検討を行う必要がある。
現状・問題分析に関連する指標

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
１ 地域別最低賃金の全国加重 ６６８ ６７３ ６８７ ７０３ ７１３

平均額（単位：円）
(調査名・資料出所、備考）

・労働基準局調べ。
・数値は、各都道府県の地域別最低賃金額及び適用労働者数（事業所・企業統計調査等

に基づき推計したもの）から算出したもの。
地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしなが・

、 （ 、 、 ）ら 地方最低賃金審議会 公益代表 労働者代表 使用者代表の各同数の委員で構成
での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続を経て、都道
府県労働局長により決定されている。

２．事業の内容
（１）事業の実施主体

実施主体：国、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）
都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（受託者）

（２）事業の内容（概要）
新規・一部新規

１ 中央検討委員会の開催等
関係省庁担当者、中小企業の賃金制度・経営改善の専門家等からなる検討委員会を

設置し、標準調査票の作成、調査結果の地域・業界のクロス分析、具体的な支援策の
検討等を行うとともに、下記２の地域・業界団体からの報告書を踏まえ、報告書（全
体版）を作成する。

２ 地域・業界団体に応じた課題の検討等
最低賃金の引上げによって大きな影響を受ける地域や業界団体について、県商工等

担当部局、関係省庁担当者、中小企業の賃金制度・経営改善の専門家等からなる調査
委員会を設置し、各地域・業界用の調査票の作成、実態調査の実施、調査結果を踏ま
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えた課題の検討等を行い、地域・業界団体ごとの報告書を作成する。

（３）予算
一般会計・年金特会・労働保険特会・その他（ ）
予算額（単位：百万円） Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

－ － － － ２０７
（ － ）

※「Ｈ２２」については予算概算要求額
※（ ）は、一部新規事業の拡充部分に係る予算額

３．事業の目標
事業の目標
最低賃金の引上げに向けて、労使関係者と調整を行うとともに、中小企業に対する具

体的な支援策を講じていくため、これに資する資料として、最低賃金の引上げによって
大きな影響を受ける地域や業界団体を対象として、賃金実態の把握、最低賃金の引上げ
のための課題、価格転嫁を行う場合の問題点等の把握・検討を行い、平成２２年１１月
までに報告書を取りまとめる予定である。

政策効果が発現する時期 平成２２年度以降

４．評価指標等
アウトカム指標 本事業と指標の関連についての説明

（達成水準／達成時期）
１ 報告書において最低賃金の 最低賃金を引き上げるという三党連立政権合意を実

引上げのための課題等や価 現するためには、労使関係者と調整を行うとともに、
格転嫁を行う場合の問題点 中小企業に対する具体的な支援策を講じていくことが
等が明らかにされたか否か 重要である。このため、本事業で作成する報告書（全
（－／平成２２年度） 体版）において、地域・業界の実態を踏まえ、賃金実

態、最低賃金の引上げのための課題、価格転嫁を行う
場合の問題点等を明らかにすることが必要不可欠であ
る。

（調査名・資料出所、備考）

アウトプット指標 本事業と指標の関連についての説明
（達成水準／達成時期）
１ 報告書 全体版 の作成 １ 最低賃金を引き上げるという三党連立政権合意を実（ ） （

件／平成２２年度） 現するためには、労使関係者と調整を行うとともに、
中小企業に対する具体的な支援策を講じていくことが
重要である。本事業については、これらに資するため
の賃金実態の把握、最低賃金の引上げのための課題、
価格転嫁を行う場合の問題点等の把握・検討を行い、
報告書（全体版）に取りまとめることを目標としてい
る。

（調査名・資料出所、備考）

参考統計 本事業と統計の関連についての説明
１ 地域別最低賃金の全国加重 本事業は、これまでの地域別最低賃金の引上げの状

、 、平均額（単位：円） 況を踏まえつつ 三党連立政権合意を実現するために
賃金実態の把握、最低賃金の引上げのための課題、価
格転嫁を行う場合の問題点等の把握・検討を行うもの
である。

（調査名・資料出所、備考）
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５．評価
（１）必要性の評価

その他行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
最低賃金制度は法律において行政機関（国）が所掌する制度とされており、最低賃金

を引き上げる場合に影響を受けると考えられる地域・業界についての実態把握等は、制
度を所掌する行政機関（国）が関与する必要がある。

その他国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
最低賃金制度は法律において国が所掌する制度とされており、最低賃金を引き上げる

場合に影響を受けると考えられる地域・業界についての実態把握等は、制度を所掌する
国において行う必要がある。
民営化や外部委託の可否 可 否
(理由)
外部有識者を含めた検討委員会・調査委員会を設置し、賃金実態の把握、最低賃金の

引上げのための課題、価格転嫁を行う場合の問題点等の把握・検討について、専門的な
見地から行う必要があるため、シンクタンク、地域・業界団体等に外部委託することを
予定している。
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 有 無
(有の場合の整理の考え方)

（２）有効性の評価
政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）

事業の実施 → 地域・業界団体を通じて、賃金実態の把握、最低賃金の引上げのため
の課題、価格転嫁を行う場合の問題点等の把握・検討 → 報告書の作成 → 最低賃
金の引上げについて労使関係者との調整及び中小企業に対する支援策の検討に寄与

事業の有効性
地域・業界団体を通じた賃金実態の把握及び、最低賃金引上げのための課題・価格転

嫁を行う場合の問題点等の把握・検討を行い、その結果等を踏まえることで、最低賃金
引上げに向けた中小企業に対する支援策をより実効あるものとすることができることか
ら、本事業は有効な手段である。

（３）効率性の評価
賃金実態の把握、最低賃金の引上げのための課題、価格転嫁を行う場合の問題点等の

把握・検討を行う必要があるところ、これらの調査項目等に関して知見を有するシンク
、 、タンクや 賃金水準の低い事業場を多く傘下に抱える地域・業界団体等を実施主体とし

検討委員会・調査委員会を設置して行う方法で実施することは効率的である。

（４）その他(上記の他、公平性及び優先性等、評価すべき視点がある場合に記入)

（５）政策等への反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成２２年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

６．特記事項
①国会による決議等（総理答弁及び附帯決議等含む ）の該当。

（１）有・無
（２）具体的記載

②骨太の方針・各種計画等政府決定等の該当
（※安心プラン・新雇用戦略等当省重要政策含む ）。
（１）有・無
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（２）具体的内容

③審議会の指摘
（１）有・無
（２）具体的内容

④研究会の有無
（１）有・無
（２）研究会において具体的に指摘された主な内容

⑤総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の該当
（１）有・無
（２）具体的状況

⑥会計検査院による指摘
（１）有・無
（２）具体的内容

⑦その他
「 」（ 、 、 ） 、連立政権樹立に当たっての政策合意 民主党 社会民主党 国民新党 において

「＜前略＞最低賃金の引き上げを進める 」とされている。。
民主党マニフェストにおいて 「貧困の実態調査を行い、対策を講じる 「最低賃、 。」、

金の原則を『労働者とその家族を支える生計費』とする 「全ての労働者に適用され。」、
る『全国最低賃金』を設定（８００円を想定）する 「景気状況に配慮しつつ、最低。」、
賃金の全国平均１０００円を目指す 「中小企業における円滑な実施を図るための財。」、
政上・金融上の措置を実施する 」とされている。。

（整理番号５）


